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南相馬市観光ガイドブック制作事業業務委託 

公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 事業目的 

本業務は、市内観光施設・イベントなどの情報発信による観光客の増加及びインバ

ウンド需要に対応するため、観光ガイドブック作成に向けた企画、取材（撮影）、デ

ザイン・編集を行い、観光スポット、飲食店、宿泊施設等、市内観光情報が一体的に

掲載された総合的な観光ガイドブックを制作することを目的とする。 

 

２ 事業概要 

（１）業務名 

南相馬市観光ガイドブック制作事業業務委託 

（２）業務内容 

別紙「南相馬市観光ガイドブック制作事業業務委託仕様書」（以下「仕様書」 

という）によるものとする。ただし、契約時において受注者の提案内容により 

一部を変更する場合もある。 

（３）履行期間 

契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

（４）予算概要 

委託契約上限額：５，５８４，７００円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

（５）担当部署（各種資料の提出先及び問い合わせ先） 

〒９７５－８６８６ 福島県南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市役所商工観光部観光移住課観光係（北庁舎１階） 

ＴＥＬ：０２４４－２４－５２６３ ＦＡＸ：０２４４－２３－７４２０ 

Ｅ－ｍａｉｌ：kankoiju@city.minamisoma.lg.jp 

 

３ 事業スケジュール・事務手順 

受託事業者の選定までの実施手順（概要）は、以下のとおり。 

年月日 事務手順 

令和８年４月１３日（月） プロポーザル募集要項の公示 

参加申込書・質問書・企画提案書受付開始 

令和８年４月２７日（月）午後５時まで 参加申込書・質問書提出期限 

令和８年４月３０日（木）午後５時まで 質問に対する回答期限 

令和８年５月１１日（月）午後５時まで 企画提案書提出期限 

令和８年５月１５日（金） プロポーザル審査委員会 

（審査・最優秀提案事業者選定） 

令和８年５月下旬 最終審査結果通知 
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令和８年６月上旬 契約締結 

 ※上記スケジュールは、状況により変更する可能性がある。 

 

４ 選定方法 

  本業務は、公募型プロポーザル方式によって受託事業者を選定する。 

  

５ 公募条件（プロポーザル参加資格要件） 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とし、本提案 

に基づく業務内容を適切かつ確実に遂行できる十分な事業規模及び安定的な経営基 

盤を有する法人であることとする。 

（１） 令和７・８年度南相馬市入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（２）（１）の名簿に登録されていない者については、入札参加資格審査申請をし、参

加申込書の受付期限の前日までに受理を受けた者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する

者でないこと。 

（４）南相馬市有資格者に対する指名停止に関する要綱（平成 １８年告示第４号）に

定める指名停止要件に該当していないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 

（６）法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を完納していること。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2 

条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体ではない 

こと。 

（８）本公告に示した業務を確実に履行できる者であること。 

 

６ 応募期間・申込方法 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次にあげる書類を提出すること。 

（１）提出期限 

   令和８年４月２７日（月）午後５時まで 

（２）提出方法 

   持参又は郵送（郵便の場合は、当日消印有効） 

※郵送の場合は、書留もしくはレターパックなど送付状況が確認できるものを利

用し、「南相馬市観光ガイドブック制作事業業務委託プロポーザル申込書在中」

と明記すること。 

なお、郵送で提出した場合は、令和８年４月２７日（月）午後５時までに事務局

に連絡すること。 

（３）提出書類 
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① 参加申込書（様式第１号） 

② 会社概要書（様式第２号） 

③ 受注業務実績書（様式第３号） 

④ 地方税（法人事業税）の完納証明書 

※写し可。証明書発行日は提出前３か月以内のもの。 

※南相馬市で課税されていない場合は不要。 

⑤ 国税（法人税、消費税及び地方消費税）の納税証明書（その３の３） 

※写し可。証明書発行日は提出前３か月以内のもの。 

⑥ 南相馬市入札参加資格審査申請書受理票（写し） 

 

（４）参加資格結果通知 

 参加資格の審査の結果は、申込書に記載された連絡先に、電子または書面により 

通知する。 

 

７ 質疑応答 

仕様書等に関する質問事項については、質問書（様式第４号）により、担当部署宛 

にメールで提出すること。 

（１）様式 

質問書（様式第４号）を使用のこと。 

（２）照会方法 

   本要項２（５）に記載の提出先に、電子メールで提出後、電話で連絡の上、電子

メールの到達を確認すること。 

（３）照会期限  

   令和８年４月２７日（月）午後５時まで 

（４）回答方法  

   市公式ウェブサイトの本件プロポーザルのページで回答。 

（５）その他  

   審査委員の役職・氏名に関する質問、他の参加者に関する質問については、一切 

応じないものとする。  

８ 企画提案書等の提出 

参加の応募を行った事業者は、次にあげる書類を提出すること。 

（１）提出期限 

令和８年５月１１日（月）午後５時まで 

（２）提出先 

   南相馬市役所商工観光部観光移住課観光係 

（３）提出方法 

持参又は郵送（必着） 

※郵送の場合は、書留もしくはレターパックなど送付状況が確認できるものを利 
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用し、「南相馬市観光ガイドブック制作事業業務委託プロポーザル企画提案書在 

中」と明記すること。 

（４）提出部数 

紙媒体６部（正本１部、副本５部）、提出書類一式の電子データ（ＰＤＦ形式） 

（５）提出書類 

① 企画提案書（任意様式） 

 ア 提案書には表紙をつけ、日本工業規格Ａ４横型（一部Ａ３版資料折込使用可）、 

     上綴じとし、目次及び頁番号をつけて提出すること。（カラー印刷・白黒印 

     刷の別は問わない）。 

イ 提案書の本文の文字の大きさは１２ポイントとすること。 

ウ 仕様書の要件を満たし、かつ、「９ 審査方法・審査基準」により評価が可 

能な内容を記載すること。 

   エ 企画提案書は、審査資料として使用するだけでなく、業務請負に際して仕様 

         書に加える仕様とみなすこととするため、実際の業務請負時に大きな変更・ 

         修正等が生じない内容とすること。 

オ 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、商標権、その他日本国の法令に 

   基づいて保護される第三者の権利の対象となっている手法等を用いた結果生 

じた事象にかかる責任は、すべて提案者が負うこと。 

カ 提案書は１者につき１案とする。 

② 見積書（任意様式） 

    消費税及び地方消費税込（消費税額を別途見積書に表示）にて作成すること。 

 

９ 審査方法・審査基準 

 審査は、南相馬市観光ガイドブック制作事業業務委託プロポーザル審査委員会（以

下「審査委員会」という。）が行う。 

 審査委員会は、提出書類に記載された内容に加え、プレゼンテーション及びヒアリ

ングにより審査し、最高得点を得たものを業務委託契約の締結協議の最優秀提案事業

者（以下「受託候補者」という。）として選定する。 

 ただし、合計得点が満点の６割（１００点の場合６０点）以上の者であることを条

件とし、提案された事業者が１者のみの場合も同様の方法を適用する。プレゼンテー

ションによる審査は以下のとおりとする。 

（１）審査方法 

企画提案書をもとに、プレゼンテーション（提案者による企画提案書の説明）及 

びヒアリング（審査委員会からの質疑等）を実施する。 

（２）プレゼンテーション実施概要 

  ① 実施日 

令和８年５月１５日（金） 
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② 場所 

南相馬市役所北庁舎２階 会議室２ 

③ 内容 

    企画提案書に基づく説明及び審査委員による質疑 

④ 時間配分 

１提案者につき３０分以内を予定する。 

（プレゼンテーション２０分、質疑１０分） 

⑤ その他 

ア 合計得点が最も高い事業者が複数ある場合は、原則として委員の表決（過半 

  数の賛成）により候補者を決定する。なお、委員の表決が同数の場合は、委 

員長が候補者を決定する。 

イ 事業者が１者の場合でもプレゼンテーションを実施するものとする。 

ウ プレゼンテーションは、非公開とする。 

（３）審査基準 

提出された企画提案書の内容、プレゼンテーション及びヒアリング審査に基づき、 

  審査委員会において、次の審査項目等により総合的に審査する。 

・審査項目 

ア 業務遂行能力等 

イ 企画提案内容 

評価項目 審査内容 

業務体制―１ 

・連携先事業者も含め、業務を実施する上で十分な人員が

示され、役割分担が明確であるか  

・配置予定技術者は十分な業務能力、実績を有しているか 

業務体制―２ 

・定期的な打合わせのほか、本市内外各関係機関との調整

のため、求めに応じ、遠隔ではなく随時本市来訪が可能な

体制となっているか 

スケジュール 
・準備段階を含めたタスク管理が適切に行われ、業務の確

実な履行が期待できるスケジュールとなっているか 

業務実績 
・地方公共団体等における本業務と類似の受注実績がある

か 

市内事業者へ

の加点 
・事業所所在地が市内に存在しているか。 

評価項目 審査内容 

実施方針 

（業務理解） 

・本事業の目的や業務内容を理解した意欲的な提案となっ

ているか 

デザイン・編集

企画内容 

・一目で「南相馬市」と分かる表紙で見やすく、手に取り

やすいデザインとなっているか 
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（４）審査結果の通知等 

① 審査結果は、提案者全員に対し、令和８年５月下旬に結果通知を送付する。 

② 受託候補者に特定されなかった事業者は、その理由について通知日の翌日から 

起算して７日以内に書面にて説明を求めることができる。 

③ 結果等に対し、提案者の異議申し立ては一切認めないものとする。 

 

１０ 失格事項 

次のいずれかに該当する場合は、参加者の資格を取り消すものとする 

（１）参加資格要件を満たしていない場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）実施要項等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項 

等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

（４）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為があった場合 

（５）選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触した場合 

（６）前各号に定めるもののほか、本要項に違反すると認められる場合 

 

１１ 契約の締結について 

（１）「９ 審査方法・審査基準」により選定され受託候補者と業務仕様及び契約内 

容の協議を経て、随意契約により契約を締結する。 

（２）本プロポーザルは受託候補者の選定を目的に実施するものであり、契約後の業務 

内容は必ずしも企画提案内容に沿って実施するものではない。契約締結時において、

受託候補者と本市との協議により改めて業務の詳細を定めた仕様書を作成するも

のとする。 

・本市の魅力を発信し、誘客が期待出来る内容となってい

るか 

・市内での周遊性を高め、滞在時間の延長が期待出来る内容

となっているか 

・各区の観光情報等をバランスよく紹介する内容となって

いるか 

企画の独創性 
・仕様書に記載されていない活用可能な提案や、独創的な

工夫があるか 

プレゼンテー

ション及びヒ

アリング 

・知識・経験が備わっており、説明に説得力があるか。 

・業務に対する意欲を感じられるか。 

・質問に対して的確な回答となっているか。 

参考見積額 ・経費の積算が適正であり、廉価であるか。 
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（３）業務委託料については、委託料上限額の範囲内で、契約の交渉により確定した額 

を業務委託料とする。 

（４）受託候補者との協議において、両者が合意に至らなかった場合または特別な理由 

により契約締結が出来ない場合、審査結果による得点順位の上位の者から順に、契 

約締結の協議を行う。なお、契約を辞退したことにより、以後の選定、競争入札に 

ついて不利益な取り扱いを受けるものではない。 

 

１２ その他特記事項 

（１）本プロポーザルに要した全ての費用は当該提案者の負担とする。 

（２）参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は、「参加辞退届」（様式第５号）を提 

出すること。 

（３）提出書類で用いる言葉は日本語とし、通貨単位は日本円とする。 

（４）書類提出後の企画提案書等の修正又は変更は一切認めない。ただし、審査委員会

が認めた場合はこの限りではない。 

（５）提出された書類は返却しない。 

（６）提出された書類について情報公開請求があった場合は、南相馬市情報公開条例 

（平成１８年南相馬市条例第２２号）に基づき、公開することがある。 

（７）業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。 

（８）提案書に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とするとともに、虚偽の記載をし 

た者に対して、入札参加資格者名簿に登載されていても指名を見合わせることもあ 

るため留意すること。 

（９）参加申込書の提出以降に指名停止となった場合は、以後のプロポーザルに関する 

手続きの参加資格を失うものとする。 

 

１３ 入札参加資格申請受付に関する事項 

（１）申請に必要な書類及び申請方法 

   「令和７・８年度南相馬市入札参加資格審査申請の手引（物品・役務の提供）」 

を確認のうえ、申請書類を「（５）提出先及び問い合わせ先」まで持参又は郵送す 

ること。「申請書」及び「申請の手引き」については、本市ホームページからダウ 

ンロードすること。 

（２）申請受付期間 

令和８年４月１３日（月）から令和８年４月２４日（金）午後５時（必着） 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

（３）申請受付時間 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く） 

（４）申請に関する留意点 

 申請の際は、「南相馬市観光ガイドブック制作事業業務委託プロポーザル」 
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に関する申請書提出である旨を明記すること。 

 

（５）提出先及び問合せ先 

〒９７５－８６８６ 福島県南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

南相馬市総務部財政課契約係（南相馬市役所本庁舎３階） 

ＴＥＬ：０２４４－２４－５２２５ ＦＡＸ：０２４４－２４－５２１４ 

 


